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税
な
ど

暮
ら
し
・
環
境

年
金
・
保
険

健
康
・
福
祉

子
育
て
・
教
育

ま
ち
づ
く
り

催
し
・
講
座

募
集
・
就
職

お
知
ら
せ

税
な
ど

税
な
ど

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

　

税
務
課
で
は
、
新
築
や
増
築
を
し
た
家
屋

（
住
宅
や
事
務
所
、
店
舗
、
倉
庫
な
ど
）
を

対
象
に
家
屋
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
家
屋
の
固
定
資
産
税
額
の

基
礎
と
な
る
評
価
額
を
決
定
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。
調
査
期
間
は
来
年
1
月
末
ま
で
の

予
定
で
、
該
当
す
る
家
屋
の
所
有
者
に
は
事

前
に
調
査
の
日
時
を
連
絡
し
ま
す
の
で
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
に
伺
う
町
職
員
は
「
固
定
資

産
評
価
補
助
員
証
」
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

不
審
に
思
わ
れ
た
と
き
は
提
示
を
求
め
、
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
所
有

者
が
税
務
課
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問　

税
務
課
課
税
第
二
係
☎
34
・
2
1
1
3

暮
ら
し
・
環
境

暮
ら
し
・
環
境

木
造
住
宅
の
耐
震
化
を

支
援
し
ま
す

受
付
は
10
月
31
日
㈬
ま
で

　

町
で
は
木
造
住
宅
の
所
有
者
な
ど
に
よ
る

耐
震
化
へ
の
取
り
組
み
を
支
援
す
る
た
め
、

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
を
無
料
で
実
施
し
、

耐
震
改
修
工
事
に
対
し
て
、
工
事
費
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。
ま
た
、
住
宅
の
精
密
耐
震

診
断
に
対
し
、
費
用
の
一
部
を
補
助
し
て
い

ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
広
報
6
月
号
ま
た
は
、
町
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
町
の
耐
震
診
断
（
改
修
）
助
成
事

業
で
は
、
戸
別
訪
問
な
ど
に
よ
る
勧
誘
は
一

切
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

問
・
申
込　

ま
ち
づ
く
り
推
進
室

　
　
　
　
　

☎
34
・
2
0
8
5

大
規
模
な
土
地
取
引
に
は

届
出
が
必
要
で
す

　

国
土
利
用
計
画
法
は
、
適
正
か
つ
合
理
的

な
土
地
利
用
の
確
保
を
図
る
た
め
土
地
取
引

の
届
出
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

土
地
取
引
に
係
る
契
約
（
予
約
を
含
む
）

を
し
た
と
き
は
、
権
利
取
得
者
（
例
え
ば
、

買
主
）
は
、
契
約
日
か
ら
2
週
間
以
内
に
土

地
の
所
在
す
る
市
町
村
に
土
地
売
買
な
ど
の

届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

届
出
が
必
要
な
土
地
面
積

区　

域

面　

積

市
街
化
区
域

2
0
0
0
平
方
㍍
以
上

市
街
化
調
整
区
域
5
0
0
0
平
方
㍍
以
上

都
市
計
画
区
域
外

1
万
平
方
㍍
以
上

届
出
方
法

　

町
内
で
土
地
取
引
を
行
っ
た
場
合
は
、
届

出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、添
付
書
類（
契

約
書
の
写
し
、
地
図
な
ど
）
と
と
も
に
、
町

に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

届
出
書
は
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
に
あ
り

ま
す
。
ま
た
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
URLhttp://

w
w
w
.pref.nara.jp

）
で
も
入
手
で
き
ま
す
。

審
査
内
容

　

土
地
の
利
用
目
的
が
、
土
地
利
用
基
本
計

画
な
ど
の
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
に
適
合

し
な
い
場
合
に
は
、
利
用
目
的
の
変
更
を
勧

告
し
、
是
正
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

罰
則

　

届
出
を
し
な
か
っ
た
り
、
虚
偽
の
届
出
を

し
た
り
す
る
と
６
ヵ
月
以
下
の
懲
役
、
ま
た

は
、
1
0
0
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問　

▼
県
地
域
振
興
部
地
域
政
策
課

　
　
　

☎
０
７
４
２
・
27
・
8
4
8
4

　
　

▼
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

　
　
　

☎
34
・
2
0
8
5

2626広報たわらもと 2012.10広報たわらもと 2012.10



☎ 0744・32・2901
町役場の代表電話番号

☎ 0744-32-2901
町役場の代表電話番号

税
な
ど

暮
ら
し
・
環
境

年
金
・
保
険

健
康
・
福
祉

子
育
て
・
教
育

ま
ち
づ
く
り

催
し
・
講
座

募
集
・
就
職

お
知
ら
せ

健
康
・
福
祉

健
康
・
福
祉

♥障
が
い
の
あ
る
人
の

法
定
雇
用
率
が
引
き
上
げ
に

　

平
成
25
年
4
月
1
日
か
ら
、
法
定
雇
用
率

が
引
き
上
げ
に
な
り
、
民
間
企
業
で
は
現
在

の
1
・
8
％
か
ら
2
・
0
％
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
障
が
い
の
あ
る
人
を
雇
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
主
の
範
囲
が
、

現
在
の
従
業
員
56
人
以
上
か
ら
50
人
以
上
に

変
わ
り
ま
す
。

　

該
当
す
る
企
業
は
、
毎
年
6
月
1
日
時
点

の
障
が
い
者
雇
用
状
況
を
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に

報
告
す
る
こ
と
や
、
障
が
い
者
雇
用
推
進
者

を
選
任
す
る
義
務
が
発
生
し
ま
す
。

問　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
桜
井
☎
45
・
0
1
1
2

ま
ち
づ
く
り

ま
ち
づ
く
り

に
ぎ
わ
い
創
出
・
地
域
活
性
化

事
業
二
次
募
集

　

町
で
は
、
新
た
な
観
光
と
地
域
づ
く
り
の

観
点
か
ら
、
ま
ち
の
に
ぎ
わ
い
を
創
出
し
て

地
域
を
活
性
化
す
る
事
業
に
対
し
て
、
事
業

費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

応
募
期
間　

10
月
1
日
㈪
〜
11
月
9
日
㈮

　
　
　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
　
　
　
　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

補
助
額　

補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１
以
内

で
、
１
件
当
た
り
10
万
円
〜
1
0
0
万
円
の

範
囲
内
（
町
の
予
算
の
範
囲
内
）

対
象
事
業

　

町
内
で
実
施
す
る
新
規
事
業
か
既
存
事
業

を
拡
充
し
た
事
業
で
、
継
続
し
て
ま
ち
を
活

性
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
事
業
（
伝
統
文
化
保
存
事
業
／

観
光
振
興
事
業
／
産
業
振
興
事
業
／
に
ぎ
わ

い
創
出
イ
ベ
ン
ト
事
業
／
そ
の
他
）

※
継
続
し
て
対
象
と
す
る
事
業
に
は
、
新
た

な
取
り
組
み
、
創
意
工
夫
を
求
め
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
産
業
観
光
課
窓
口
で
配
布
し

て
い
る
募
集
要
領
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
申
請

書
な
ど
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
URLhttp://

w
w
w
.tow
n.taw

aram
oto.nara.jp/

）
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問　

産
業
観
光
課
商
工
観
光
係

　
　

☎
34
・
２
０
８
０

　この制度を利用すると、指定した金融機
関の口座から自動的に振り替えて納付され
ます。納め忘れがなく、現金を持ち歩く必
要もないため、安全で便利です。利用手続
きは、納期限の 1ヵ月前までにしてくだ
さい。
※口座振替（自動払込）制度による納付の
場合は、領収書は発行していません。引き
落としの確認は、通帳の記帳によりお願い
します。なお、車検のある軽自動車税につ
いては、「継続検査用証明書」を送付します。

納期限 10月31日㈬
種 類 町県民税（第 3期分）

国民健康保険税（第 4期分）
介護保険料（第 4期分）
後期高齢者医療保険料（第 4期分）

安全で便利な口座振替（自動払込）制度

場所 町役場税務課

日時 10 月 1 日 ㈪・4 日 ㈭・25 日 ㈭・
31日㈬、11月 1日㈭
午後 5時 15分～ 9時

　平日仕事などで忙しく町税（介護保険料・
後期高齢者医療保険料も含む）を納めるこ
とができない人のために、夜間に納付（相
談）窓口を開設していますので、ぜひご利
用ください。

問　税務課徴収収納係☎ 34-2111

10 月の納付（普通徴収分）

夜間の納付（相談）窓口開設

10月 8日㈪「体育の日」は、
もえるごみの特別収集を行います
　もえるごみの収集日が月・木曜日の自治
会は、午前 8時 30 分までに所定の集積場
へごみを出してください。
※ごみを清掃工場へ持ち込めます
時間　午後 1時～ 4時
費用　10kg につき 50円（家庭ごみ）
　　　※10㎏未満は 10㎏とみなします。
問　清掃工場（環境管理課）☎ 33-5003
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